
 

資源ごみの回収に御協力をお願いします！ 

 

村では、ごみの減量化を目的として、下記のとおり資源回収を行っています。 

地球環境の保全のため、皆様の御協力をお願いいたします。  

1．自治会の資源ごみ回収を御利用ください 

① 自治会では、毎月１回、資源ごみの回収を行っています。 

② 自治会ごとの回収日は、下表のとおりです。 

自 治 会 １ 区 ～ ８ 区 ９ 区 ～ ２ １ 区 

回 収 日 第 １ 水 曜 日  ※1月は第2水曜日 第 ３ 水 曜 日 

③ お持ち込みいただけるものはペットボトルとビンです。 

※自治会によっては、他のものも受け入れている場合があります。 

④ 場所や受入れ時間については、毎戸配布済の「ごみ収集計画表」を御確認ください。 

※村ホームページでも御覧いただけます。 

2．資源ごみストックハウスを御利用ください 

① 村が管理する資源ごみストックハウスに資源ごみをお持込みいただけます。 

② 受入れ時間は、毎週土・日曜日の午前９時から正午までです。 

※年末年始や祝日等、お休みの日もあります。「ごみ収集計画表」を御確認ください。 

③ 持ち込めるもの等、詳細は「ごみ収集計画表」を御確認ください。 

④ 資源ごみストックハウスの場所は、裏面の案内図のとおりです。 
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3．資源ごみを持ち込む際の注意事項 

※自治会の回収は、原則ペットボトルとビンのみです。 

① 缶・ビン・ペットボトルはきれいに洗ってから出してください。 

② ペットボトルはラベルとキャップを外してください。 

資源ごみストックハウスではキャップも受け入れています。 

               

③ 色付きのペットボトルは可燃ごみで出してください。 

④ スプレー缶・カセットボンベは不燃ごみで出してください。 

⑤ ダンボールや新聞等の紙類はヒモ等でまとめて出してください。 

⑥ 汚れた紙類やロウ引き等の加工のある紙類は可燃ごみで出してください。 

その他、御不明な点は下記のお問合せ先まで御連絡ください。 

資源ごみストックハウスの場所は、 

北小学校の南東です。 

山子田交差点からは入れないので 

御注意ください。 

お問合せ先 

榛東村役場 住民生活課 環境衛生係 

TEL：０２７９－２６－２４９４ （内線１２２） 

FAX：０２７９－５４－８２２５ 

御協力よろしく 

お願いします！ 



【検診日程】令和６年１月２９日（月）午前

【会 場】榛東村保健相談センター

【予約受付期間】令和６年１月１９日（金）まで

午前8時30分～午後5時15分（平日のみ）

【予約方法】電話（0279-70-8052） または 窓口

【予約に関する注意事項】

・社会保険被扶養者の健診を希望の方は、予約の際にお申し出ください。

・予約をした方に、後日予約日時を記載した予約票、受診票等を送付します。

・令和５年度に村の集団検診及び個別検診、人間ドックで受けた検診は受け

られません。

※乳がん、子宮頸がん検診は実施しません。

回覧

1月29日に受けられる検(健)診 対象者

①特定健診 ４０歳～７４歳の榛東村国民健康保険加入者

②長寿健診 群馬県後期高齢者医療保険加入者

③健康づくり健診 ２０歳～３９歳

④結核・肺がん検診 ４０歳以上

⑤胃がん（バリウム）検診 ４０歳以上

⑥胃がんリスク(ABC)検診
２０・２５・３０・３５・４０・４５・５０・５５・６０歳
（過去に村の検診を受けていない方）

⑦肝炎ウイルス検診 ４０歳以上（過去に検査を受けていない方）

⑧前立腺がん検診 ５０歳以上の男性

⑨風しん抗体検査
昭和３７年4月2日～昭和54年4月1日生まれの
男性で、クーポン券を使用し検査をしていない方

⑩骨密度検診 ４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性

⑪大腸がん検診 ４０歳以上

問合せ先 榛東村保健相談センター 電話0279-70-8052
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○農業委員会からのお知らせです。

農地相談・農業者年金相談会の開催について
「～農業委員会が相談をお受けします。～」

農業委員会では、農地に関する相談や農業者
年金に関する相談会を下記のとおり開催します。
相談がある方は、お気軽にお越しください。

記

１ と き １２月２０日（水）
１月は開催なし
（次回は２月２０日（火）です）

午後１時３０分から３時まで

２ と こ ろ 榛東村役場
３階 ３０２会議室
(役場庁舎正面向かって左側入口から
エレベータをご利用ください。)

３ 相談内容 農地の貸し借り、農地転用
農業者年金 等

問い合わせ先 農業委員会事務局
TEL 0279-26-2585

農地の管理をお願いします<
◎所有されている農地は適切に管理してください。
雑草等が繁茂すると、「隣接地との問題発生」、「産業廃棄物

の不法投棄」、「病害虫の発生」、「有害鳥獣の潜伏・繁殖」、「隣
接する道・水路の機能低下」、「景観の悪化」､「枯れ草による野
火火災の発生」等、様々な問題が発生する恐れがあります。










